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【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  40/08     (2012.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月9日(2019.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のプロセッサと複数のコンピュータ可読命令を記憶する少なくとも１つのメモ
リとを含む保険システムサーバを備え、
　前記複数のコンピュータ可読命令が前記１つ以上のプロセッサによって実行されると、
前記保険システムサーバは以下の、
　　車両の保険ポリシーと関連付けられたリスクユニット口座内の各リスクユニットが平
均的ユーザに所定期間保険を提供するための費用を表すリスクユニット数を判定する処理
と、
　　前記車両上に配置された少なくとも１つのセンサから、前記車両のユーザ、及び前記
車両が操作されている環境のうちの少なくとも１つと関連付けられた第１の運転データを
１回目に受信する処理と、
　　前記受信された第１の運転データを分析して、前記リスクユニットの第１の消費率を
判定する処理と、
　　前記車両の操作に基づいて、前記判定された消費率で第１のユーザと関連付けられた
前記リスクユニット口座内のリスクユニット数を減らす処理と、
　　前記リスクユニット口座内のリスクユニット残高が所定の閾値を下回るかどうかを判
定する処理と、
　　前記リスクユニット口座内の前記リスクユニット残高が前記所定の閾値を下回ってい
ると判定することに応答して、追加のリスクユニットを前記リスクユニット口座内の前記
リスクユニット残高に自動的に追加する処理と、
　　前記リスクユニット残高が前記所定の閾値にあるかまたはそれを上回っていると判定
する処理に応答して、
　　　前記車両上に配置された前記少なくとも１つのセンサから、前記車両の前記ユーザ
、及び前記車両が操作されている前記環境のうちの少なくとも１つと関連付けられた第２
の運転データを２回目に受信する処理と、
　　　前記受信された第２の運転データを分析して、前記リスクユニットの第２の消費率
を判定する処理と、
　　　前記車両の操作に基づいて、前記判定された第２の消費率で前記第１のユーザと関
連付けられた前記リスクユニット口座内のリスクユニット数を減らす処理と、を実行する
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ことを特徴とするリスクユニットベースの保険システム。
【請求項２】
　追加のリスクユニットを前記リスクユニット口座内の前記リスクユニット残高に自動的
に追加する処理は、前記リスクユニット口座内の前記リスクユニット残高が前記所定の閾
値を下回っていると判定する前に、前記ユーザから、前記残高が前記所定の閾値を下回っ
ていると判定されたときに前記リスクユニット口座内の前記リスクユニット残高に自動的
に追加するリスクユニット数を選択するユーザ入力を受信する処理をさらに含むことを特
徴とする請求項１に記載のリスクユニットベースの保険システム。
【請求項３】
　追加のリスクユニットを前記リスクユニット口座内の前記リスクユニット残高に自動的
に追加する処理は、前記リスクユニット口座内の前記リスクユニット残高が前記所定の閾
値を下回っていると判定する前に、前記ユーザから、追加されようとしている前記追加の
リスクユニットの費用を支払うために使用される支払情報を示すユーザ入力を受信する処
理をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のリスクユニットベースの保険システム
。
【請求項４】
　前記第１の消費率が前記１回目におけるものであり、前記第２の消費率が前記２回目に
おけるものである、請求項１に記載のリスクユニットベースの保険システム。
【請求項５】
　前記２回目が前記１回目に後続することを特徴とする請求項４に記載のリスクユニット
ベースの保険システム。
【請求項６】
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されると前記保険システムサーバに以下の、
　前記リスクユニット残高が前記所定の閾値を下回っていると判定する処理に応答して、
前記ユーザに、前記リスクユニット口座内の前記リスクユニット残高が前記所定の閾値を
下回っているという通知を提供する処理を実行させる複数の命令をさらに含むことを特徴
とする請求項１に記載のリスクユニットベースの保険システム。
【請求項７】
　少なくとも１つのプロセッサと複数のコンピュータ可読命令を記憶する少なくとも１つ
のメモリとを含む車載コンピューティング機器と、
　少なくとも１つのプロセッサと複数のコンピュータ可読命令を記憶する少なくとも１つ
のメモリとを含む保険システムサーバと、を備え、
　前記車載コンピューティング機器の前記少なくとも１つのメモリに記憶された前記複数
のコンピュータ可読命令が前記車載コンピューティング機器の前記少なくとも１つのプロ
セッサによって実行されると、前記車載コンピューティング機器は以下の、
　　車両上に配置された少なくとも１つのセンサから、車両を操作しているユーザ、及び
前記車両が操作されている環境のうちの少なくとも１つと関連付けられた運転データを受
信する処理と、
　　前記受信された運転データを分析して、前記車両と関連付けられた保険ポリシーと各
リスクユニットが平均的ユーザに所定期間保険を提供するための費用を表す関連付けられ
たリスクユニットの消費率を判定する処理と、
　　保険システムサーバに対して、前記リスクユニットの前記判定された消費率を送信す
る処理と、を実行し、
　前記保険システムサーバの前記少なくとも１つのメモリに記憶された前記複数のコンピ
ュータ可読命令が前記保険システムサーバの前記少なくとも１つのプロセッサによって実
行されると、前記保険システムサーバは以下の、
　　前記車載コンピューティング機器から、前記リスクユニットの前記判定された消費率
を受信する処理と、
　　前記車両の操作に基づいて、前記判定された消費率に基づき前記ユーザと関連付けら
れたリスクユニット口座内のリスクユニット数を減らす処理と、
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　　前記リスクユニット口座内のリスクユニット残高が所定の閾値を下回るかどうかを判
定する処理と、
　　前記リスクユニット残高が前記所定の閾値を下回っていると判定することに応答して
、前記ユーザに、前記リスクユニット残高が前記所定の閾値を下回っているという通知を
提供する処理と、を実行し、
　　前記通知を提供する処理は以下の、
　　　追加のリスクユニット数を前記リスクユニット口座に追加することと関連付けられ
たユーザ入力を要求する処理と、
　　　前記追加のリスクユニットの購入費用を支払うための支払情報と関連付けられたユ
ーザ入力を要求する処理と、をさらに含むことを特徴とするリスクユニットベースの保険
システム。
【請求項８】
　前記支払情報は、クレジットカード情報、当座預金口座情報、及びデビットカード情報
のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項３又は７に記載のリスクユニット
ベースの保険システム。
【請求項９】
　前記保険システムサーバの前記少なくとも１つのメモリは、前記少なくとも１つのプロ
セッサによって実行されると前記保険システムサーバに以下の、
　前記リスクユニット残高が前記所定の閾値を下回っていることへの対処の先延ばしを要
求するユーザ入力を受信する処理と、
　所定の期間後、前記ユーザに、前記リスクユニット口座内の前記リスクユニット残高が
前記所定の閾値を下回っているという第２の通知を送信する処理と、を実行させる複数の
コンピュータ可読命令をさらに記憶することを特徴とする請求項７に記載のリスクユニッ
トベースの保険システム。
【請求項１０】
　前記リスクユニット口座内の前記リスクユニットの残高が所定の閾値を下回るかどうか
を前記判定する処理は、前記判定された消費率に基づいて前記リスクユニット口座内の前
記リスクユニット数を減らした後に実施されることを特徴とする請求項７に記載のリスク
ユニットベースの保険システム。
【請求項１１】
　少なくとも１つのプロセッサと複数のコンピュータ可読命令を記憶する少なくとも１つ
のメモリとを含む車載コンピューティング機器と、
　少なくとも１つのプロセッサと複数のコンピュータ可読命令を記憶する少なくとも１つ
のメモリとを含む保険システムサーバと、を備え、
　前記車載コンピューティング機器の前記少なくとも１つのメモリに記憶された前記複数
のコンピュータ可読命令が前記車載コンピューティング機器の前記少なくとも１つのプロ
セッサによって実行されると、前記車載コンピューティング機器は以下の、
　　車両上に配置された少なくとも１つのセンサから、車両を操作しているユーザ、及び
前記車両が操作されている環境のうちの少なくとも１つと関連付けられた運転データを受
信する処理と、
　　前記受信された運転データを分析して、前記車両と関連付けられた保険ポリシーと各
リスクユニットが平均的ユーザに所定期間保険を提供するための費用を表し前記車両と関
連付けられた前記保険ポリシーの一部分を形成する関連付けられたリスクユニットの消費
率を判定する処理と、
　前記保険システムサーバの前記少なくとも１つのメモリに記憶された前記複数のコンピ
ュータ可読命令が前記保険システムサーバの前記少なくとも１つのプロセッサによって実
行されると、前記保険システムサーバは以下の、
　　前記車載コンピューティング機器から、前記リスクユニットの前記判定された消費率
を受信する処理と、
　　前記車両の操作に基づいて、前記判定された消費率に基づき前記ユーザと関連付けら
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れたリスクユニット口座内のリスクユニット数を減らす処理と、
　　前記リスクユニット口座内のリスクユニット残高が所定の閾値を下回るかどうかを判
定する処理と、
　　前記リスクユニット残高が前記所定の閾値を下回っていると判定することに応答して
、前記ユーザに、前記リスクユニット残高が前記所定の閾値を下回っているという通知を
提供する処理と、
　　前記車両の少なくとも１つのシステムの動作を変更する処理と、を実行することを特
徴とするリスクユニットベースの保険システム。
【請求項１２】
　前記車両の少なくとも１つのシステムの動作を変更することは、前記車両のヘッドライ
ドを点滅させること、前記車両のホーンを鳴らすこと、及び前記車両が発進することを防
止することのうちの少なくとも１つをさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載のリ
スクユニットベースの保険システム。
【請求項１３】
　前記車両の少なくとも１つのシステムの動作を変更することは、
　前記リスクユニット口座の前記リスクユニット残高が前記所定の閾値にあるかまたはそ
れを上回っていると判定されるまで、前記車両の前記少なくとも１つのシステムの動作を
変更することをさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載のリスクユニットベースの
保険システム。
【請求項１４】
　前記通知は、前記ユーザのモバイル機器を介して前記ユーザに提供されることを特徴と
する請求項６、７又は１１に記載のリスクユニットベースの保険システム。
【請求項１５】
　前記通知は、前記車載コンピューティング機器と関連付けられた車両表示器を介して前
記ユーザに提供されることを特徴とする請求項６、７又は１１に記載のリスクユニットベ
ースの保険システム。
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